
　他府県の警察を名乗る人から電話が
かかり、何かの事件に巻き込まれてい
るため、その遠方の警察に来るように
言われます。遠方で行けないと言うと、
オンライン電話で聞き取りする、守秘
義務があるためこのことは誰にも相談
しないように言われます。そして事件
を解決するためと称し言葉巧みにお金
を要求され、最近は億を超す被害も後
を絶ちません。
　警察官がオンライン電話で聞き取り
することはありません。画面の向こう
で提示される警察手帳も偽物です。
　もし警察を名乗る人から電話がかかってきて、事件に巻き
込まれたと言われた場合は、その警察署の番号を自分で調べ
て確認するか、消費生活センターにご相談ください。

問合先　消費生活センター　☎０６(６９０２)７２４９

相談はこちら

６
月
は「
就
職
差
別
撤
廃
月
間
」

し
な
い 

さ
せ
な
い 

就
職
差
別

　

採
用
面
接
で
本
人
や
家
族
の
出
身

地
、
職
業
、
思
想
・
信
条
な
ど
を
質

問
す
る
こ
と
は
、
就
職
差
別
に
つ
な

が
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

就
職
の
機
会
均
等
を
保
障
す
る
こ

と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

相
談
・
問
合
先

　

府
労
働
環
境
課

　

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
５
１
８

国
民
健
康
保
険
料
の
お
知
ら
せ

６
月
下
旬
に
送
付

　

送
付
直
後
は
窓
口
や
電
話
が
混
み

合
い
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

窓
口
混
雑
状
況
や
よ
く
あ
る
質
問
、

減
免
申
請
の
必
要
書
類
な
ど
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。
減
免
申
請
は
郵
送
や

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

　

８
年
度
か
ら
新
た
に
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
金
が
保
険
料
に
加
わ
り
ま

す
。
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
は
児

童
手
当
の
拡
充
な
ど
の
子
育
て
施
策

の
強
化
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

問
合
先

　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
９
７

市
・
府
民
税
の
納
税
通
知
書

６
月
上
旬
に
送
付

　

給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
天
引
き
）

さ
れ
る
人
の
税
額
通
知
書
は
、
勤
務

先
へ
送
付
し
ま
し
た
。

※
８
年
度
の
各
種
証
明
書
は
納
税
通

知
書
送
付
後
か
ら
発
行
可

公
的
年
金
か
ら
の
市
・
府
民

税
の
特
別
徴
収
（
天
引
き
）

　

公
的
年
金
か
ら
の
市
・
府
民
税
の

特
別
徴
収
（
天
引
き
）
は
、
条
件
を

満
た
す
す
べ
て
の
人
が
対
象
で
す
。

※
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同
封
の

チ
ラ
シ
を
参
照

◆
７
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
人

◦
４
月
・
６
月
・
８
月
分
…
仮
徴
収

国
民
健
康
保
険
料
は

納
期
限
内
に
納
付
を

納
付
期
限
（
口
座
振
替
日
）

◦
全
納
・
１
期
…
６
月
30
日
㈫

◦
２
期
…
７
月
31
日
㈮

◦
３
期
…
８
月
31
日
㈪

◦
４
期
…
９
月
30
日
㈬

◦
５
期
…
11
月
２
日
㈪

◦
６
期
…
11
月
30
日
㈪

◦
７
期
…
12
月
25
日
㈮

◦
８
期
…
２
月
１
日
㈪

◦
９
期
…
３
月
１
日
㈪

◦
10
期
…
３
月
31
日
㈬

※
納
期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

収
納
課
窓
口
で
は
、
金
融
機
関
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
簡
単
に
口
座

振
替
の
登
録
が
で
き
ま
す
。

問
合
先

　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

と
し
て
７
年
度
の
公
的
年
金
に
係

る
特
別
徴
収
税
額
の
２
分
の
１
に

相
当
す
る
額
を
３
回
で
特
別
徴
収

◦
10
月
・
12
月
・
９
年
２
月
分
…
８

年
度
の
公
的
年
金
に
か
か
る
税
額

か
ら
仮
徴
収
分
を
除
い
た
額
を
３

回
で
特
別
徴
収

◆
８
年
度
か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま
る

人
、
７
年
度
中
に
特
別
徴
収
が
中

止
と
な
っ
た
人

◦
第
１
・
２
期
分
…
個
人
で
納
付

◦
10
月
・
12
月
・
９
年
２
月
分
…
各

月
の
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収

※
第
１
・
２
期
分
の
納
付
書
と
10
月

以
降
の
税
額
を
記
載
し
た
納
税
通

知
書
を
送
付

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

※
問
い
合
わ
せ
の
際
は
納
税
通
知
書

を
ご
用
意
く
だ
さ
い

市役所の時間外・日曜相談窓口（６月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

14日㈰
午前９時～正午
19日㈮
午後５時30分～午後７時
28日㈰
午前９時～正午

業�務内容　マイナンバーカードの交付・
再交付、電子証明書の発行・更新、暗
証番号の再設定・ロック解除、マイナ
ンバーに関する相談

※�混雑時は待ち時間が発生する場合あり
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）５８２１

市税
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料納付

28日㈰
午前９時～正午

持�ち物
　�運転免許証など本人確認ができる物
相談・問合先　収納課
　☎０６（６９０２）５９３５

国民年金 28日㈰
午前９時～正午

業�務内容　国民年金加入、免除申請など
持�ち物
　基礎年金番号通知書またはマイナンバ

ーカードなど
※�離職した人は離職票、代理申請は委任

状が必要
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）６００５

　７年４月１日～８年３月31日の情報
公開・個人情報保護制度に基づく登録
・請求状況を公表します。
　情報公開制度とは、市が保有する情
報を市民などからの請求に応じて公開
し、市民の信頼を確保し、協働による
市政運営を一層推進させるための制度
です。

　また、個人情報保護制度は、市が保
有する個人情報を適正に取り扱うため
の運用方法を定めるとともに、市民な
どが自らの個人情報を確認したり、誤
りを訂正したりできる権利などを保障
する制度です。
問合先　総務課
　☎０６（６９０２）５６８４

実施機関の決定に対する審査請求はありませんでした。

◆請求（申出）・処理状況
受付件数 49

処
理
状
況

開示 19
部分開示 34

開
示
拒
否

不開示 １
存否不応答 ０

不存在 ２
取下げ ３
合計 59

※受付件数と処理件数が異なるのは、複数の内容の
請求をまとめて１枚で受け付けているため

◆実施機関別処理件数
実施機関 件数

市長 47
教育委員会 11

選挙管理委員会 １
合計 59

※公平委員会、監査委員、農業
委員会、固定資産評価審査委
員会、議会への請求はなし

個人情報保護制度

情報公開制度

◆請求・処理状況
受付件数 37

処
理
状
況

開示 ７
部分開示 20
不開示 10
訂正 ０

不訂正 ０
利用停止 ０

不利用停止 ０
取下げ ０
合計 37

※受付件数と処理件数が異なるのは、
複数の内容の請求をまとめて１枚
で受け付けているため

◆実施機関別開示請求
　などの処理件数

実施機関 件数

市長 37

合計 37

※教育委員会、選挙管理委
員会、公平委員会、監査
委員、農業委員会、固定
資産評価審査委員会、議
会への請求はなし

情報公開制度　個人情報保護制度
門真市　７年度　運用状況

審査請求の処理状況
（情報公開制度・個人情報保護制度）

◆個人情報ファイルなどの件数

実施機関
個人情報ファイル簿に
掲載する個人情報ファ

イルの件数

保有個人情報目的外利
用等登録簿に登録する
目的外利用などの件数

個人情報取扱事務登録
簿に登録する個人情報

取扱事務の件数

市長 21 10 42

教育委員会 ０ ０ １

選挙管理
委員会 ０ ０ ０

公平委員会 ０ ０ ０

監査委員 ０ ０ ０

農業委員会 ０ ０ ０

固定資産評価
審査委員会 ０ ０ ０

議会 ０ ０ ０

合計 21 10 43

警察官騙りの
詐欺

保

険

税

金

人

権
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